
 

 

 

 

 

 

 

 

亀有警察署から講師の方をお招きして、自転車交通安全講習会を 

開催します。 

2026 年４月１日から改正される自転車の交通ルールや、自転車の

安全な乗り方を皆さんで一緒に勉強してみませんか？ 

 

日時：１０月 17日（金） １３：３０～１４：３０ 

場所：青戸地区センター（4階ホール） 

内容：自転車の乗り方、交通ルール改正について講演・DVD鑑賞 

   講師の方による質疑応答 

対象：地域活動支援センターなぎ・生活訓練センターそう 

   相談支援事業所さい 

社会福祉法人アムネかつしか各事業所 

 

 

 

自転車交通安全講習 

申し込み・問い合わせ 

地域活動支援センターコパン 

担当：板橋 

TEL：03-6410-6149 

【注意事項】 
・参加ご希望の方は、必ず事前にコパン職員へ参加の旨を 

お伝えください。 

・当日、コパン職員は参加予定ですが引率はしません。 

・当日は現地集合、現地解散となります。 


